
船舶インシデント調査報告書 

令和２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和元年７月２１日 １２時３０分ごろ 

発生場所 富山県伏木
ふ し き

富山港外港 

 新湊
しんみなと

西防波堤灯台から真方位０４６°１.３海里付近 

 （概位 北緯３６°４７.８′ 東経１３７°０８.０′） 

インシデントの概要  遊漁船仁琉
じんりゅう

丸は、航行中、定置網を示す小型標識灯を固定するロ

ープがプロペラに絡まり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年７月２４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 仁琉丸、４.９トン 

 ２９２－４２９５３富山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、航行中、定置

網を示す小型標識灯を固定するロープ（以下「本件ロープ」とい

う。）がプロペラに絡まり、主機が停止した。 

本船は、船長が海上保安庁に本インシデントの発生を通報し、海上

保安庁の巡視艇によりえい
．．

航された。 

船長は、小型標識灯が整備のため外され、代わりに球形のブイ（以

下「本件ブイ」という。）が設置されていたものの、本件ブイが北東

に流れる潮により水面から沈み込んでいたので見えづらかったと本イ

ンシデント後に思った。 

分析 本船は、定置網に接近して航行した際、仮設の本件ブイが水面下に

沈み込んでいたことから、船長が本件ブイを視認することができず、

本件ロープがプロペラに絡まり、主機が停止して運航不能となったも

のと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、定置網に接近して航行した際、仮設の

本件ブイが水面下に沈み込んでいたため、船長が本件ブイを視認する

ことができず、本件ロープがプロペラに絡まり、主機が停止したこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・仮設のブイは、潮流によって沈下しない大型のものを設置するこ

  



と。 

 ・定置網から離れて航行することが望ましい。 

 


